
（単位：千円）
一般会計 | 歳入

執行率(%)収入済額構成比(%)予算現額科 目

99.6679,6659.2682,514町税

-(296,439)-(307,126)　（町民税）

-(243,999)-(238,013)　（固定資産税）

-(17,634)-(16,850)　（軽自動車税）

-(84,418)-(84,724)　（町たばこ税）

-(29,930)-(29,176)　（都市計画税）

-(7,245)-(6,625)　（入湯税）

75.738,8370.751,300地方譲与税

67.27490.01,114利子割交付金

43.51,3890.03,190配当割交付金

48.78330.01,711株式等譲渡所得割交付金

99.1137,9531.9139,238地方消費税交付金

133.79,5270.17,124自動車取得税交付金

75.31,6440.02,182地方特例交付金

99.23,132,45142.63,157,390地方交付税

77.74840.0623交通安全対策特別交付金

89.118,4180.320,667分担金及び負担金

97.5138,0811.9141,569使用料及び手数料

37.7343,15312.3910,908国庫支出金

76.7314,4345.5409,984道支出金

106.344,1510.641,527財産収入

61.236,8320.860,162寄附金

0.83,0005.1374,668繰入金

100.0116,1521.6116,152繰越金

104.5182,5402.4174,642諸収入

1.516,80015.01,110,161町債

70.45,217,093100.07,406,826合　　　計

（単位：千円）
一般会計 | 歳出

執行率(%)支出済額構成比(%)予算現額科 目

97.355,5030.857,042議会費

55.9321,9107.8576,179総務費

66.7887,70918.01,330,712民生費

83.1450,6647.3542,082衛生費

88.45,5630.16,295労働費

89.6259,7833.9289,802農林水産業費

91.3271,8144.0297,853商工費

54.4528,73313.1971,340土木費

97.7276,3733.8282,755消防費

62.7887,32119.11,414,245教育費

30.11140.0379災害復旧費

96.7733,57510.2758,568公債費

98.9860,28111.7870,012諸支出金

0.000.19,562予備費

74.85,539,343100.07,406,826合　　　計

　羽幌町では条例に基づいて、

毎年2回定期的に予算の執行状

況をお知らせしています。

　これは町の財政を知っていた

だき、町の施策へのご理解とご

協力をお願いするものです。

　今月号では平成28年度下半

期（平成28年10月1日～平成29

年3月31日）の財政状況をお知

らせします。

　平成28年度の一般会計当初

予算額は72億9,700万円でした

が、予算補正などを経た最終的

な予算額は、74億682万6千円と

なっています。

　なお、一般会計、特別会計の決

算額については、今回の数字に5

月末までの収入、支出が加わっ

て最終の決算額となります。

　平成29年度上半期の状況に

ついては、平成29年11月号でお

知らせします。

財政状況

平成28年度下半期
(H28.10.1～H29.3.31)

※表示単位未満の数値を四捨五入していますので、数値が一致しない場合があります。

　偶お問い合わせ

　　財務課財政係

　　　　　　緯 68-7001(課直通)

（単位：千円）
特別会計

執行率(%)支出済額執行率(%)収入済額予算現額区 分

83.31,078,91675.7980,2041,295,520国民健康保険事業

96.1113,82595.2112,730118,400後期高齢者医療

90.0746,04984.3698,851829,223介護保険事業(保険事業）

89.5136,64111.717,889152,729介護保険事業(サービス事業）

81.9362,07517.175,721441,996下水道事業

83.337,05038.016,90744,476簡易水道事業

92.015,64232.75,55917,000港湾上屋事業

85.92,490,19865.81,907,8612,899,344合　　計

葛特別会計とは？

　特定の事業を行う場合や、

特定の歳入をもって特定の歳

出（事業）に充てるような事

業について、その収入と支出

を明確にするために一般会計

と区分して設けられるものを

いいます。

町債の予定額
借入予定額区 分

3,830万円港湾の整備

1,870万円農業の振興

1,030万円消防施設

3,560万円医師確保対策

5,350万円公営住宅建設

6億5,070万円教育施設

1億5,036万円臨時財政対策債

8,200万円その他

1,270万円下水道整備(特別会計)

10億5,216万円合　　　計

葛臨時財政対策債とは？　普通交付税の不足分を補う地方債

で、償還額(返済)分は、後年度の交付税で補てんされます。

町の借金(町債)

3月末現在元金区 分

54億4,039万円一般会計

5億7,446万円介護保険事業特別会計

25億3,833万円下水道事業特別会計

　6,979万円簡易水道事業特別会計

1億4,616万円港湾上屋事業特別会計

87億6,913万円合　　　計

葛町債とは？　大きな事業を起こすときは、国などからお

金を借りて事業を進めます。その借金を「町債」といい、こ

の町債の概ね6割程度は後年度に交付税で補てんされます。

（単位：千円）
水道事業会計

執行額予算現額収益的収入及び支出

244,605242,503水道事業収益収入

(233,167)(231,036)　（営業収益）

(11,438)(11,467)　（営業外収益）

(0)(0)　（特別収益）

192,443220,417水道事業費用支出

(167,306)(192,284)　（営業費用）

(25,137)(26,133)　（営業外費用）

(0)(0)　（特別損失）

(0)(2,000)　（予備費）

執行額予算現額資本的収入及び支出

00資本的収入収入

(0)(0)　（土地売却益）

77,81279,477資本的支出支出

(24,904)(26,569)　（建設改良費）

(52,908)(52,908)　（企業債償還金）

葛水道事業会計（企業会計）とは？

　原則町税を収入財源とせず、独立採算制を追求する企業的

色彩の強い事業を行う場合に、地方公営企業法の規定を受け

て設置する会計です。民間企業と同様の経理を行います。

町の貯金(基金)

3月末現在金額区 分

16億2,210万円財政調整基金

6億7,720万円減債基金

2億6,009万円まちづくり事業基金

1億84万円交通対策事業基金

7,128万円国民健康保険給付費支払準備基金

364万円海鳥保護基金

3億1,058万円地域福祉基金

6,340万円役場庁舎等整備基金

3,990万円人づくり事業基金

1,675万円特別養護老人ホーム整備基金

6,852万円介護保険給付費等準備基金

821万円奨学基金

3,849万円まちづくり応援基金

3億8,440万円教育施設整備基金

4,623万円町営住宅等整備基金

720万円助産師看護師修学基金

1,000万円中小企業経営安定支援基金

37億2,883万円合　　　計

葛基金とは？　今後の財政調整、事業実施などのため特

定の目的をもち貯金をしているのが「基金」です。災害復

旧、大規模建設事業、その他財政運営のお金が不足したと

きに備え積み立てているのが「財政調整基金」。町の借金

の返済に充てるため積み立てているのが「減債基金」です。

■ 一時借入金　町債とは別に、その時々の経費の支払いにあてるため、銀行などから短期で借り入れるお金のことを一時借入金と

いいます。羽幌町の一時借入金の３月末現在高は一般会計で13億円となっています。限度額は一般会計で20億円、介護保険事業特別

会計で2億円、下水道事業特別会計で1億円となっています。


